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をしてください‘ （たお、受理時刻と栽判官の指示によっては、土浦の当直
で受理した卜で・ 当直から刑事係に引き継いで、 士浦前裁で処理すること
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から茨城県等察本部に蒜して申し入れをしてあるそうですが、 どの程度、
現･場の詳察官に徹底されているかは定かでありませんので、 もし、 前記の
朝方の時間帯に予告電話なしに令状謂求をしてきた警察署があった場合に
は、事後に刑事係にお知らせください。
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休刷の朝の場合は、 日直を行っている下妻筋裁の管嬉内の冬警察
署については下妻簡裁に令状請求に行ってもらうこともあり得ますが、そ
れ以外の警察署については土浦の宿直で受理した上で、 日直に引き継いで
処理することに歳り主す”
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したがって
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